
泉総合運動場・泉サッカー場　使用料

1. 競技場・諸室使用料

専用使用料

午前 午後 夜間

（9:00～
12:00）

（13:00～
17:00）

（18:00～
21:00）

営利を目的
としない場合

3,500円 4,700円 7,200円

営利を目的
とする場合

5,700円 7,600円 11,500円

営利を目的
としない場合

7,300円 9,800円 18,600円

営利を目的
とする場合

17,900円 23,900円 35,900円

営利を目的
としない場合

5,600円 7,500円 14,100円

営利を目的
とする場合

17,400円 22,500円 35,900円

営利を目的
としない場合

11,200円 14,800円 28,100円

営利を目的
とする場合

33,700円 45,000円 84,000円

営利を目的
としない場合

11,200円 14,800円 28,100円

営利を目的
とする場合

34,900円 45,000円 72,000円

営利を目的
としない場合

22,500円 29,800円 56,200円

営利を目的
とする場合

67,500円 90,000円 168,100円

790円 1,000円 1,500円
260円 390円 660円

※土曜・日曜・祝日の競技場の使用料は、上記金額の2割増
※営利を目的とする諸室の使用は、3倍の料金となります。

個人使用料

使用料/回
240円
120円
240円
120円

使用区分＼使用時間

競
技
場

アマチュアスポーツ
に使用する場合

入場料を徴
収しない場
合

入場料を徴
収する場合

その他のスポーツ
に使用する場合

入場料を徴
収しない場
合

入場料を徴
収する場合

スポーツ以外の催
物に使用する場合

入場料を徴
収しない場
合

入場料を徴
収する場合

会議室
小ルーム

競技場

トレーニング室

使用区分
一般
小学生・中学生
一般
中学生
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2.附帯設備使用料

午後の使用
時間の終了
時以前

午後の使用
時間の終了
時以降

1時間 600円 -
1時間 1,300円 700円
1時間
1時間
1時間
1時間
一式
一式
一式
一本
一式

武道
館

一式 ※2

一式
一式

庭球
場

一式 ※3

※1：使用する時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げる。
※2：午前、午後及び夜間の使用時間ごと
※3：使用一回(使用が二日以上にわたる場合は、一日)につき

3.泉武道館・泉弓道場使用料

専用使用料

午前（9:00～
12:00）

午後（13:00
～17:00）

夜間（18:00
～21:00）

2,100円 2,800円 3,200円

※土曜・日曜・祝日の競技場の使用料は、上記金額の2割増
※営利を目的とする諸室の使用は、3倍の料金となります。

個人使用料

使用料
240円
120円

4.テニスコート使用料

　1時間当たり1面につき610円（市内の小学生又は中学生が利用する場合は、310円） 

使用料

備考

照明設備 (500ルクス)

※1
照明設備 (1,000ルクス)
競技場暖房設備 3,100円

競技
場

3,100円
※3

会議室暖房設備 390円
会議室冷房設備 300円
小ルーム暖房設備 300円
放送設備 750円

※2
電光掲示盤 2,300円

60円フロアシート

750円

放送設備 750円

※2
放送設備 750円

グラ
ウンド

移動用放送設備 750円

※1
照明設備 一式(1時間)

480円（4基）
240円（2基）
120円（1基）

移動用放送設備 750円

弓道
場

看的表示板

使用区分
一般

使用区分＼使用時間

柔道場・剣道場・弓道場

電動はしご

附帯設備 単位

小学生・中学生
柔道場・剣道場・弓道場
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5.グラウンド使用料

専用使用料

午前（9:00～
12:00）

午後（13:00
～17:00）

夜間（18:00
～21:00）

6,200円 8,200円 6,200円
3,100円 4,100円 3100円

※市内の小・中学生が利用する場合は半額
※営利を目的とする諸室の使用は、3倍の料金となります。

6.泉サッカー場使用料

専用使用料

午前（9:00～
12:00）

午後（13:00
～17:00）

営利を目的
としない場合

11,100円 14,700円

営利を目的
とする場合

17,700円 23,600円

営利を目的
としない場合

33,300円 44,400円

営利を目的
とする場合

55,500円 74,000円

営利を目的
としない場合

33,300円 44,400円

営利を目的
とする場合

55,500円 74,000円

営利を目的
としない場合

99,900円 133,200円

営利を目的
とする場合

166,600円 222,100円

営利を目的
としない場合

66,600円 88,800円

営利を目的
とする場合

111,000 円 148,000円

営利を目的
としない場合

199,900円 266,500円

営利を目的
とする場合

333,200円 444,300円

1,550円

入場料を徴
収する場合

- -
520円／1時

間

使用区分＼使用時間

アマチュアスポーツ
に使用する場合

入場料を徴
収しない場
合

入場料を徴
収する場合

（1/4面：時間帯貸し）
グラウンド

（1/4面：時間貸し）

第
1
競
技
場

（
西
フ
ィ
ー

ル
ド

）
第
2
競
技
場

（
東
フ
ィ
ー

ル
ド

）

その他のスポーツ
に使用する場合

入場料を徴
収しない場
合

入場料を徴
収する場合

スポーツ以外の催
物に使用する場合

入場料を徴
収しない場
合

1,550円 2,050円

使用区分＼使用時間

グラウンド（全面）
グラウンド（1/2面）

グラウンド
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営利を目的
としない場合

5,500円 7,300円

営利を目的
とする場合

8,800円 11,800円

営利を目的
としない場合

16,600円 22,200円

営利を目的
とする場合

27,700円 36,900円

営利を目的
としない場合

16,600円 22,200円

営利を目的
とする場合

27,700円 36,900円

営利を目的
としない場合

49,900円 66,600円

営利を目的
とする場合

83,300円 111,000円

営利を目的
としない場合

33,300円 44,400円

営利を目的
とする場合

55,500円 74,000円

営利を目的
としない場合

99,900円 133,200円

営利を目的
とする場合

166,600円 222,100円

※土曜・日曜・祝日の競技場の使用料は、上記金額の2割増
※営利を目的とする諸室の使用は、3倍の料金となります。

7. 泉水泳プール使用料

個人使用料

使用料
360円
120円

第
3
競
技
場

（
ハ
ー

フ
フ
ィ
ー

ル
ド

）

アマチュアスポーツ
に使用する場合

入場料を徴
収しない場
合

入場料を徴
収する場合

その他のスポーツ
に使用する場合

入場料を徴
収しない場
合

入場料を徴
収する場合

スポーツ以外の催
物に使用する場合

入場料を徴
収しない場
合

入場料を徴
収する場合

使用区分

泉水泳プール
一般
小学生・中学生
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